
 茨高教組は、５月３１日に第１００回定期

大会を開催し、２０２５年度の運動方針など

を決定しました。大会当日の討論で出された

ことについて今号と次号で報告します。 

臨時教職員の継続手続き 

 臨時教職員部から、常勤講師・非常勤講師

など、臨時的任用教職員の手続きについて報

告されました。臨時的任用教職員の先生は、

４月からの勤務を新規採用扱いとなっていま

す。そのため、正規教職員の採用時に提出す

る書類とほぼ同量の書類の準備をする必要が

あります。特に健康診断書は１年以内のもの

を提出することになっています。人間ドック

を受診した人は、勤務校

が同じでも再度結果のコ

ピーを提出しなければな

りません。教員免許状の

コピー、職歴は毎回、辞

令ごとに記入して提出す

るため、年数が長くなると大きな負担となっ

てきます。 

関東地方では最低レベルの給与水準（茨城

は４０代以降月給約３０万円で頭打ち、千

葉・埼玉では５０代で月給４０万円程度）、

身分不安定な状況で働いている臨時教職員の

勤務条件について、小さいことからでも一つ

ひとつ解決していかないと、未配置の問題が

続き、茨城県の教育の質が下がっていくこと

が懸念されます。 

茨高教組では、県に臨時的任用職員の給料

の上限撤廃により、５０代の臨時的任用教職

員も正規採用者並みの月給４０万程度になる

ように県教委に要求しています。 

勤怠管理と働き方改革 

 現行の勤怠管理システムになってから３年

目を迎えました。勤怠管理システムは正確に

入力できているでしょうか。各職場では、入

力が面倒だと、毎日のように定時出勤、定時

退勤で入力しているという先生方も見受けら

れているみたいです。 

 勤怠管理システムの出勤時間、退勤時間

は、学校にいたことや、長時間労働になって

いることを証明する記録となります。定時出

勤、定時退勤の記録を残すと、本当は過労死

ラインの月８０時間以上の時間外勤務があり

突然死したとしても、公務災害にならないな

どの不利益を被ることにもなりかねません。 

 国会で成立した改正給特法でも、「教員の

残業時間を月３０時間程度に削減する目標を

設定し、教育委員会に計画策定と公表を義務

付ける」とされ、さらに、過密労働、サービ

ス残業が横行することが危惧されます。 

 教員評価でも、教員個人の働き方改革の目

標も作成しなければならないため、長時間労

働をないものとしないと評価が下がるという

事態にもなりかねません。在校等時間の短縮

の成功の裏に、真面目な教員の犠牲が伴って

は、働き方改革の意味はありません。 
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男性の育児休業 

 特別支援学校に勤務す

る男性教職員から昨年度

取得した長期の育児休業

の体験談について語られ

ました。小・中学校（特別支援学校の小・中

学部も含む）でおこなわれている先読み加配

により、昨年４月に代替の先生が採用された

ことにより、育児休業を学校に迷惑をかけて

しまうという心配もなく取得することができ

たという報告がありました。 

 県職員関係でも、小学校・中学校には先読

み加配、県庁などの職員には付加配置が制度

化され、育児休業取得の促進させる制度とし

て有効に機能しています。 

しかし、残念ながら高校（特別支援学校の

高等部）には、育児休業取得を促進させる制

度がありません。女性の産休・育休中に、代

替者がいないケースも散見されます。少子化

が進む中で、将来の日本社会を担う子どもた

ちを育てる仕事に就

いている中で、自分

の子どもを育てる環

境に恵まれないの

は、誰にとっても不

幸なことではないで

しょうか。 

 

 ＊「付加配置」茨城県独自の制度 

   県職員は、法律による定数のしばりが

なく条例で定数を決めているため、育児

休業取得者相当人数分を前倒して正規採

用して運用している。 

 ＊「先読み加配」国の制度 

   小・中学校の教職員を対象として、一

定期間早めに育児休業代替者を配置でき

るように国が予算措置している。 

茨高教組では、県立高校と特別支援学校高

等部の教職員についても付加配置もしくは先

読み加配ができるように要求しています。 

 

インクルーシブ教育 

 特別支援学校の生徒が増加する中、インク

ルーシブ（誰も排除せず、多様な人々が共に

生きることを目指す）教育が脚光を浴びてい

ます。それをすでに実践してきたのが定時制

高校ではないでしょうか。インクルーシブ教

育は特別支援教育だけの課題ではなく、一般

の高校の課題でもあります。障害があっても

当事者が望めば，包摂していかなければなり

ません。共生社会を目指すパイオニアとして 

の役割を学校教育が担うべきだと思います。 

定時制高校の給食 

 夜間定時制では、給食があります。フレッ

クススクールの夜間部はデリバリー方式のお

弁当となっていますが、水戸南、石岡一、土

浦一、竜ケ崎一、古河一の５校には、給食室

があり、自校で献立を作成、調理をおこない

給食を提供しています。その給食を支えてい

るのが、正規職員ではない各校１名の栄養職

員と、各学校２～３名の調理員です。栄養職

員は臨時的任用職員、調理員は会計年度任用

職員として働いています。 

物価高騰で給食費の値上げせざるをえない

状況ですが、定時制夜間給食の自校方式を守

っていくことが大事だと考えています。 

 

神栖の特別支援学校新設に向け 

 神栖特別支援学校（仮称）の新設にむけて

の建設業者の入札が不調になったことが報道

され、一緒に県知事が年度途中の完成でも新

しい特別支援学校に通学してもらえるように

すると発表しました。現場の教職員の大きな

負担にならないように進めていくことを、県

教委に要求していきます。 
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